
 

                                          

 

 

 

新規実施項目のお知らせ 
 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

このたび、特定化学物質障害予防規則の一部改正にともない、「尿中マンデル酸」を 

受託中止とし、代替え項目として「尿中スチレン代謝物」を新規受託開始することといた 

しました。 

急なお知らせとなり、先生方には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い 

申し上げます。 

  
記 
 

 

■実施日 令和２年７月１日 (水)ご依頼分より 
 
■新規実施項目 

 

■受託中止項目 
下記項目は令和２年６月２９日（月）依頼分をもって受託中止とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細については裏面をご参照ください。  

 

        一般社団法人広島市医師会 

        臨床検査センター 
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1277-54 尿中スチレン代謝物 HPLC 
 － 

(g/L) 

部分尿 

２ 
Y 冷蔵 4～15 － 

総合検査

案内ﾍﾟｰｼﾞ 
項目コード 検査項目 

94 0260-54 尿中マンデル酸 

令和２年６月２９日 

ＮＯ．２０２０-４４＿新規  

http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp 

 

代表電話     ０１２０－１４－７１９１ 



 

 ●尿中スチレン代謝物  

特化則の改正によりスチレンの暴露を評価する測定を開始いたします。 

 

特定化学物質障害予防規則（特化則）が一部改正され、令和2年7月1日より施行されることになりま

す。特別有機溶剤に係る特殊健康診断の項目のうちスチレンの暴露状況を評価するための検査として、

「尿中マンデル酸の測定」から「尿中マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定」へ変更と

なります。 

これに伴い、尿中スチレン代謝物として、尿中マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸とその合算値

を報告する検査を受託開始いたします。 

なお、本検査においては、分布報告はいたしません。予め、ご了承願います。 

 

▼疾患との関連                ▼関連する主な検査項目 

特殊健康診断                    尿中馬尿酸 

                                    尿中メチル馬尿酸 

 

 

●有機溶剤・鉛関連検査結果分布表 

総合検査 

案内ﾍﾟｰｼﾞ 
対象物質 測定項目 単位 分布 

95 スチレン 尿中スチレン代謝物 ※１ ｇ/L 分布報告はいたしません。 

 ※１：測定値は、マンデル酸とフェニルグリオキシル酸の合算値です。       

 

 

 


